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内国歳入庁（IRD）は、 2018年4月3日付で各社宛に2017/18年度の事業所

得税申告書を発行します。当タックス・アラートでは、2017/18年度の事業所

得税申告書の提出期限やIRDに対する課税所得の通知についてご案内いた

します。

2017/18年度の申告書を提出するにあたっては、以下の点を考慮する必要

があります。

(i) 2段階の事業所得税率制度を適用することが有益かどうか

(ii) 申告を時価基準と実現基準のいずれで行うべきか

(iii) 事業所得税申告書の署名者

事業所得税申告書の提出や申告基準に関してご不明な点がございましたら、

税務担当者までご連絡ください。

2017/18年度の事業所得税申告の開始
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2017/18年度の事業所得税申告の提出期限

2018年4月3日にIRDから事業所得税申告書が発行さ

れ、2018年3月31日に終了する課税年度（2017/18年
度）の事業所得税申告が始まります。 IRDは実務上、課

税所得があると思われる、もしくは特定の条件に該当す

る企業やパートナーシップに対して、毎年4月初めに事業

所得税申告書を発行します。

通常、発行日から1ヶ月以内に申告書を提出する必要が

ありますが、会計事務所が税務申告を代行する場合に

申告期限を延長することができる延長申請制度が長期

にわたって採用されています。2017/18年度の延長申

請制度の下では、2018年4月3日に発行された申告書

の提出期限は以下のように延長されます。

合理的な理由なく規定された期限内にIRDに通知しな

かった場合、HK$10,000を上限とした罰金が課され、ま

た最大で未申告税額の3倍までの罰金が課される可能

性があります。

しかし、納税者が毎年税務申告を行っており、当期も通

常通り申告書が発行されると予想される場合には、IRD
に対して課税所得通知を行う必要はありません。逆に、

課税所得を有する納税者が、IRDから申告書を毎年発行

しない旨の通知を事前に受けている場合や、納税者が事

業を最近開始したばかりである場合には、規定された期

限内にIRDに課税所得通知を行う必要があります。

上記に加え、2017/18年度の事業所得税申告にあたっ

ては、以下の点にご留意ください。

2段階の事業所得税率制度

行政長官は、就任後初の2017年度施政方針演説で2段
階の事業所得税率制度の導入を発表しましたが、 2018
年3月21日、これを規定した2017年度内国歳入法改訂

案（第7号）が、立法議会における第三回の審議で可決さ

れました。

この2段階の事業所得税率制度の下では、2018/19年
度より、法人および非法人事業の200万香港ドルまでの

利益に対する税率が、法人は16.5％から8.25％に、非

法人事業は15％から7.5％に削減されます。残りの利益

については、引き続き通常の税率で課税されます。

主に中小企業や新興企業に恩恵を与えるため、またそ

の一方で所得の意図的な分割を防止するため、1課税年

度において「関連当事者（Connected Entities）」のうち1
社のみが2段階の事業所得税率制度を適用できるという

制限条項が含まれています。

このように、ある会社が「関連当事者（Connected
Entities）」を有しており、自社が当該制度を適用すること

が有益であると判断した場合、2017/18年度の事業所

得税申告書の2.3の欄に「Yes」とチェックする必要があり

ます。2017/18年度の税務申告書で当該制度の適用を

選択した場合、2018/19年度の予定納税額が当該制度

に基づいて計算されます。なお、「関連当事者

（Connected Entities）」の定義の詳細については、

2018年1月3日付（2018 Issue No.1）のタックス・アラー

トをご参照ください。

また、「関連当事者（Connected Entities）」を有していな

い場合にも、2017/18年度の税務申告書の2.3の欄に

必ず「Yes」とチェックする必要があります。

納税者の決算日 延長後の提出期限

2017年4月1日～
2017年11月30日
（会計期間コード “N”）

延長なし
2018年5月3日（木）

2017年12月1日～
2017年12月31日
（会計期間コード“D”）

2018年8月15日（水）

2018年1月1日～
2018年3月31日
– 課税所得がある場合
（会計期間コード “M”）

2018年11月15日（木）

2018年1月1日～
2018年3月31日
– 欠損が生じた場合

2019年1月31日（木）

事業所得税申告書が発行されておらず、課税

所得が発生した場合の通知

事業所得税申告書が発行されていなくとも、課税年度に

おいて課税所得（繰越欠損金相殺前）がある場合、納税

者はその旨をIRDに通知する必要があります。この通知

は、当該課税年度の末日から4ヶ月以内にIRD長官宛に

書面で提出する必要があります。

納税者の課税年度は会計上の決算日に基づいて決定さ

れるため、納税者の課税所得通知の期限も決算日により

それぞれ異なります。例えば、決算日が2017年6月30
日の会社は2017年10月31日までに、決算日が2017
年9月30日の会社は2018年1月31日までに、IRDに対

して2017/18年度の課税所得通知を行う必要がありま

す。（各社の決算日から4ヶ月以内）



Nice Cheer案件後、時価基準と実現基準のいずれ

で申告すべきか

Nice Cheer Investment Limitedの案件（FACV23/2012）
における最終法院の決定

2013年11月、最終法院（CFA）は、Nice Cheerの案件で、売

買目的保有の上場有価証券に関する未実現の時価評価益は

香港では課税対象とならないという判決を下しました。

これにより、未実現利益が課税対象とならないことが明らかに

なりましたが、未実現損失については損金算入が可能である

かどうか状況によっては不明確であり、Nice Cheer案件にお

いても議論の対象となっていません。

ミレー卿は、Nice Cheer案件の判決を下す際、「利益は稼得/
実現されるまで課税対象とならない」「利益や損失は予測でき

るものではない」という税務の基本原則を強調しました。

未実現損失に関して、ミレー卿は、貸借対照表日における売

買目的保有株式の価値の低下が重要かつ永続的なものであ

る場合、当該評価損を損金算入することができると述べました。

そうでない場合には、評価損は予測上の損失でしかなく、損金

算入できないこととなります。

Nice Cheer後も継続して時価基準を採用している納税者へ

のオプション

Nice Cheer案件における最終法院（CFA）の「利益は稼得/実
現されるまで課税対象とならない」という判決は、現在では香

港税法の一部となりましたが、一部の納税者は時価基準によ

る納税の継続を希望しています。時価基準の下では、財務諸

表に計上されている香港内源泉の利益・損失は、実現してい

るかどうかにかかわらず課税対象となります。

これらの要請に対して、IRDは、Nice Cheer案件後の申告に

際して納税者が時価基準を継続適用できるよう法律を変更す

べきかどうかについて政府が検討中であると述べました。

また、IRDは、暫定的な行政措置として、2013/14、2014/15、
2015/16、2017/18年度の税務申告書においては、時価基

準で課税所得を算出したとしても受理する旨を公表しました。

さらに、IRDは、納税者がその後にNice Cheer案件のように実

現基準を適用し、時価基準で算出された上記全ての申告書の

課税所得を再計算したとしても、IRDは受理すると述べていま

す。しかし、再計算の申請は、内国歳入法（IRO）で規定されて

いる6年以内に行う必要があります。

Nice Cheer案件のように実現基準で申告する場合の留意点

未実現利益の除外

上場有価証券や金融商品等の売買目的資産に関する未実現

の評価益を益金から除いている納税者は、当該資産の取得

原価を記録として残しておくとともに、実現時期について細心

の注意を払う必要があります。

当該資産の売却時の査定にあたっては、納税者は実際に実

現した利益や損失を示し、関連する税務申告書において税

務調整を行う必要があるため、入念に記録しておくことが重

要となります。

未実現損失の損金算入

実現基準で申告する納税者は、売買目的資産の未実現損

失が損金算入可能であるかを判定する必要があります。

上場有価証券や金融商品等、売買目的資産の価格が上下

している場合には、時価基準に基づく年度末における未実

現損失は損金算入が認められない可能性があります。Nice
Cheer案件におけるミレー卿の発言のとおり、このような時

価基準の未実現損失については、貸借対照表日における価

値の低下が重要かつ永続的とはいえない可能性があるた

めです。

しかし、売買目的保有株式の評価損が重要かつ永続的な価

値の減少によるものである場合、当該評価損は予測上の損

失とはいえないため、上記Nice Cheer案件でのミレー卿の

発言に基づき、当該評価損を損金算入することが可能です。

事業所得税申告書に署名する権限を有する者

2017/18年度の事業所得税申告書のパート12の宣誓書の

部分では、企業の「秘書役、マネージャー、取締役または清

算人」のいずれかが申告書に署名する必要があると記載さ

れています。

これに関して、IRDは、「秘書役、マネージャー、取締役また

は清算人」という用語が、会社条例（Cap. 622）または会社

（解散および雑則）条例（Cap. 32）における定義と同じ意味

であると述べています。

会社条例において、「マネージャー」とは、具体的には「取締

役の直接的な権限の下、会社での経営機能を果たす者」と

定義されています。

したがって、企業内の役職にかかわらず、上記の定義に該

当する者のみが「マネージャー」として会社の代わりに申告

書に署名することができます。

例えば、ある会社の経理財務部長が実際に上記の意味で

の「マネージャー」に該当する場合、当該経理財務部長は、

経理財務部長という役職を記載することはせず、単に「マ

ネージャー」として税務申告書に署名すべきこととなります。

その逆に、経理財務部長が実際には上記の意味での「マ

ネージャー」ではない場合、税務申告書上の「マネージャー」

という言葉を削除して「経理財務部長」や「財務部長」といっ

た言葉に置き換えて署名したとしても、IRDは受理しないで

しょう。

上記の論点や2017/18年度の税務申告書提出に関してご

質問等がございましたら、税務担当者にご相談下さい。
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